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午前１０時 ６分 開議 

○委員長（下条 学君） ただいまから平成20年第２回東大和市議会厚生文教委員会を開会いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（下条 学君） 議題の審査に入る前に、委員の座席の変更について、お諮りいたします。 

  本年４月１日付で会派の構成に変更がございました。 

  よって、ただいま御着席のとおり座席を変更したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（下条 学君） 次に、20第11号陳情 「地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政

措置を政府等に求める意見書」を提出することを求める件に関する陳情、本件を議題に供します。 

  朗読いたさせます。 

○議会事務局次長（西永宣昭君） 朗読いたします。 

  20第11号陳情 「地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求める意見

書」を提出することを求める件に関する陳情 

○委員長（下条 学君） 朗読が終わりました。 

  質疑を行います。 

○委員（二宮由子君） この陳情の趣旨にもあるように、消費者の苦情相談が窓口において迅速かつ適切に処理、

対応ができるように法整備を行い、またそれに伴う財政措置を国と政府に求めるものであるということは、現

実問題このような対応が、迅速に、また適切にされていないから陳情されたのだというふうに察するところで

すけれども、そこで当市として、消費者とは市民でありますので、どのような苦情や相談を対応されているの

か、適切に対応されているのかというのを、当市の現状、ここで陳情で言う消費者相談窓口ですとか、消費生

活センターというものが現状あるのかどうか。それと、あと多重債務や振り込め詐欺などの苦情の相談などの

件数など、内容別をまず伺いたいと思います。 

○子ども生活部長（木内和郎君） まず、当市の消費者センターの設置でございますが、消費者基本法におきま

しては、消費生活センターというものは規定がございませんで、現状では設置義務、あるいは基準等も示され

ていないという状況でございます。こうした中で、消費者基本法第４条の中で地方公共団体の責務といたしま

しては、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、あるいは経済的状況に応じた責務を有

するとされております。そういった意味で、現在東大和市には消費者センターは設置してございません。 

  なお、多摩地区の消費者センターの設置状況でございますが、現在11市が消費者センターを設置してござい

ます。 

  それから相談件数でございますが、現在当市では、消費生活相談を週２回実施してございます。推移を申し

上げますと、平成７年５月から消費生活相談を行っておりますが、当時は週１回で開始してございます。その

後、平成９年に週１回プラス第２、第４金曜日といたしまして、平均して週1.5回、平成10年度から現在の週

２回を実施してございます。現在のところ相談件数の推移でございますが、15、16年度が非常に多く254件、

あるいは327件という状況がございましたが、平成17年には相談件数が194件に減りました。また、18年度には

さらに減りまして181件、19年度になりまして若干ふえまして194件ということで、15、16年度をピークといた
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しまして、その後ほぼ横ばいという状況でございます。こういった中で相談体制でございますが、現段階では

充足をしている状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員（二宮由子君） 平成15年、16年をピークとして、横ばいというようなことです──今のところは横ばい

であるということですけれども、今担当となる窓口、対応に当たっている職員の方の人数は何人ぐらいで対応

されているのか、伺いたいと思います。 

○子ども生活部長（木内和郎君） 現在の体制でございますが、他の事務事業も含めて兼務をしている正職員が

１名、それから嘱託員が１名、それから臨時職員が１名、そして非常勤の消費生活相談員、これが週２回勤務

でございますが、その１名という体制で実施してございます。 

○委員（二宮由子君） 正職員、臨時職員、あと専門相談員が１名ということで、全部で４名でしょうか、一応

御担当されているというのは。他市では、どのような配置で相談事業を行っているのか。というのも、当市で

は一応相談という日程は週２回、今行われていると思いますけれども、消費者センター、当市ではないですが、

11市では消費者センターを一応開設されているということでございますので、他市の人員の配置ですか、近隣

市で結構ですので、もしも把握していれば教えていただきたいんですけど。 

○子ども生活部長（木内和郎君） 現在他市の状況でございますが、先ほど申し上げました消費生活センター、

これは専門の相談員を置いて消費者教育、あるいはテスト施設などを専用で使える常設施設を持っている市が

11市ございます。それから消費生活コーナー、これは専門の相談員を置いて、あとは展示だとか資料を置く施

設を持っている市、それが２市でございます。そのほかに、消費生活専門の相談員を置くところが当市を含め

て12市という状況でございます。あと他市の状況については、担当課長のほうから説明いたします。 

○市民生活課長（吉沢寿子君） 他市の相談員の勤務体制の状況等でございますけれども、先ほど部長のほうか

ら御答弁させていただきましたとおり、消費生活センター、消費生活コーナー、消費生活相談ということで、

26市それぞれ対応させていただいております。そのときの専門相談員でございますが、すべて非常勤職員とい

う扱いになっております。勤務日数はさまざまでございますので、常設のセンターであれば月曜日から金曜日

までの時間帯に置いているということでございます。 

  以上でございます。 

○委員（二宮由子君） 今食品偽装の問題ですとか、あと振り込め詐欺の事件ですとか、架空請求ですとか、非

常に消費者被害が相次いでいると思うんですね。それにもかかわらず、当市の相談事業というのが横ばいであ

るというのは、これ担当として、どのようにお考え──感じていらっしゃるのか、まず伺いたいと思います。 

○子ども生活部長（木内和郎君） 先ほど申し上げました、平成15年、16年度をピークに相談件数が減尐して、

ここに来てやや上がっているという状況でございますが、これは全都を含めた傾向でございます。その理由で

ございますが、平成15年、16年ごろは、ちょうど携帯電話、あるいはインターネットを使ったワンクリックに

よる有料サイト利用料金の不当請求、そういったものが非常に多いということで、それらが事業者によって大

分改善されてきました。また、そういったものを決して再度クリックしてはいけないということが浸透してき

たと思いますので、それで件数は減ってきていると思います。 

  それで、19年度でまたここで尐しふえてきましたのが、最近マスコミ等で報道されているとおり、社会保険

事務所、あるいは税務署等を名乗る還付金詐欺、これは新たな詐欺ということで、そういったものがふえた件

数、あとは、不払い等の保険の契約トラブル、そういったものがふえていることで増加傾向に転じているとい
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うことで分析しております。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） 済みません、ちょっと前提の話に戻るんですけれども、陳情は地方消費者行政というふ

うにくくっているわけですけれども、地方と言っても私は消費者行政というのは影響力の範囲の広さからいっ

ても、都道府県の役割も非常に大きいんではないかと思うんです。単独市で対応していくには、限界も非常に

あるんではないかという中で、東大和市内の部分に関しては12号陳情に譲るとして、現状市内の状況として、

東京都との役割分担がどうなっているのか。それから、東京都ではどういう体制が用意されているのか。あと

は、その中で現場の職員の方々がちょっと不便だなとか、何とかならんかなと思うところがあるようでしたら、

教えていただければと思うんですが。 

○子ども生活部長（木内和郎君） 東京都の動向といいますか、状況でございますが、東京都は消費生活総合セ

ンターというのを持ってございます。多摩地区におきましては、平成９年に消費生活総合センターが立川市に

開設されました。立川市の東京都多摩消費生活センターなどで相談業務が行われておりましたが、平成14年４

月に直接の相談機能がなくなりまして、相談部門につきましては、もう一つ飯田橋にございます東京都消費生

活総合センターのほうへ一本化されたところでございます。その後平成20年３月に、今までファーレ立川にあ

りました東京都多摩消費生活センターが、北多摩北部建設事務所３階へ移転したところでございます。こうし

たところで、今までファーレ立川に来ていろいろ相談、指導を受けていましたところが、立川の南口のほうに

移転したということで距離が遠くなったこと、それから、相談機能が立川市ではもうないということで、そう

いった意味での不便といいますか、市民の方のサービスの低下が懸念されるところでございます。 

  なお、東京都消費生活総合センター、これは飯田橋でございますが、そこでの相談につきましては、消費生

活相談が月曜から金曜日、９時から４時、架空請求の専用の相談も設けてございまして、月曜日から金曜日の

９時から17時という体制をとっているということでございます。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） 東京都が、特に立川市での相談機能を縮小したという御答弁に受け取れたんですが、そ

れは都道府県としては、東京都としては、自治体にそれを移譲すると、自治体──市町村でその消費生活相談

などを行えという方針のもと縮小した形なんでしょうか。 

○市民生活課長（吉沢寿子君） そういった市町村に移譲するから、多摩で相談機能をなくすといったような話

はなかったというふうに聞いております。現在は飯田橋のほうですべて相談は担っているということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員（佐村明美君） ほかの委員から意見がありましたけれども、私はこういった消費者相談、消費者の問題

というのは身近なところでやる必要があるかと思います。あとの陳情に入ってきますので、そこまでは触れま

せんけれども、当然これは一元化、ネットワーク──とりわけこうした消費者相談については、緊急性を帯び

るということもあれば、24時間対応の必要性もありますので、それが自治体でできるかというと、なかなか課

題もあります。そうした意味では、やはりこうした東京都なり、そうしたところでの対応も必要になるかと思

いますので、当然これは消費者センターを東京都、また常設のセンターを各自治体でする必要はあると考えま

すけれども、その辺の流れ的には行政としては、どう取り組んでいかれる予定でしょうか。 

○子ども生活部長（木内和郎君） 一つには、国民生活センターが全国の消費生活センターに持ち込まれた消費
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生活相談、あるいは苦情、そういったものを収集したデータベース、これはパイオネットと申しておりますが、

それが各市町村に配置されてございます。そういった意味で、消費生活相談を行う上で消費者をめぐるトラブ

ルの全国レベルの発生状況、あるいは事業者の状況、過去の解決手段、そういったものがデータベース化され

ておりますので、かなり市町村の窓口での対応が迅速かつ正確にできるようになりました。そういったことも

あってのことだと思います。現在このパイオネットを当市でも利用しておりまして、迅速な解決に寄与してい

るところでございます。今後もこのパイオネットは引き続き使用していきたいと、そのように考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） この陳情については、陳情理由の冒頭で食品の安全、表示の分野における食品偽装表示

事件の多発、輸入冷凍ギョーザ毒物混入事件等々、ガス湯沸器等々、さまざまな消費者被害が起きていると。

これが大きな社会不安、社会問題にもなっているという認識に基づいて、消費者行政を抜本的に拡充すべきだ

と。政府の側も消費者庁の設置も含めて、その必要性については認めているという状況だと思うんですね。そ

の点で、先ほど東大和市の相談体制については充足しているという話ありましたけれども、現在やっている事

業については体制が充足しているということであったとしても、今の消費者被害の多発、消費者の不安という

問題を解決するために、それが決して十分なことではないということだと思うんですが、そこについて確認し

たいと思いますが。 

○子ども生活部長（木内和郎君） 先ほども説明させていただきました19年度の相談件数が194件ということで

ございまして、委員おっしゃるように、現行の状況では日数と時間で相談件数をこなせていないという状況で

はございません。そういった意味で、現在は充足してございますが、当市におきましての特徴といたしまして

は、高齢者、60歳以上の方からの相談が３割強を占めておりまして、これは東京都全体からすると、大体東京

都全体で約20％でございますが、それと比べると多い状況でございます。そういった中で、やはり高齢の方は

相談について、かなり１件当たりの時間が要する部分がございます。現在では、例えば電話相談ですと20分以

上、お越しいただいた場合には１時間以上時間をかけまして、じっくり相談に乗っているという状況でござい

ますが、今後こういった高齢者の被害、あるいは相談がふえた場合については、引き続きどういう状況がとれ

るか、考えていきたいと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（二宮由子君） 12号陳情とかぶってしまう点が多いんですけれども、今消費者庁というお話もありまし

たので、あえて申し上げますけれども、民主党としては行政の肥大化となる消費者庁の設置については反対で

ありますけれども、政府が進めている消費者行政一元化については、多尐意見が異なるもののおおむね一致し

ておりますので、この陳情の趣旨というものを見させていただきましたが、消費者庁の設置に関して踏み込ん

だものではなく、法整備の充実や財政措置に関することですので、当市の現状を踏まえると基本的には賛同で

きるものと私どもは考えています。 

  今この財政措置、陳情の趣旨の２番の「地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充、強化するため

の財政措置をとること。」ということですので、こういった財政措置が国からとられた場合には、当市として

も消費者相談窓口ですとか、消費者生活センターのようなものが設置が可能だというふうなことで認識をして

よろしいんでしょうか。 

○子ども生活部長（木内和郎君） 先ほども答弁させていただきましたが、現在消費生活センターの設置の義務
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化というのは特にございません。そういった中で、当市では生活相談、あるいは消費生活相談の専門相談員を

置くということで、13市の中に入っているわけでございますが、今後消費者センターの動向、あるいは消費者

庁が来年度設置される方向で検討が進められているということでございますので、国の動向、あるいは都の動

向等を踏まえた中で、総合的に検討していきたいなと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（下条 学君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  20第11号陳情 「地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求める意見

書」を提出することを求める件に関する陳情、本件を採択と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、よって、本件を採択と決します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま採択と決しました本陳情につきましては、意見書を提出することとし、意見書の案文につきまして

は、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（下条 学君） 次に、20第12号陳情 消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求める件に関す

る陳情、本件を議題に供します。 

  朗読いたさせます。 

○議会事務局次長（西永宣昭君） 朗読いたします。 

  20第12号陳情 消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求める件に関する陳情 

○委員長（下条 学君） 朗読が終わりました。 

  質疑を行います。 

○委員（小林知久君） ちょっと、これ用意していた話をするんですけども、まず内容の確認をさせていただき

たいんですが、陳情趣旨にあります１番の「東大和市の消費生活相談の人員」ということで、これは先ほどの

相談員ということで、今イメージとしてはそこなんだろうかと思うんですが、そういう認識でよろしいのかど

うかというところと、あと２番の「都と都下の有識者などから構成される地方消費者行政充実会議（仮称）」

というのがありますが、これはもう構想か何かは東大和市の行政のほうには示されているんでしょうか。まず

そこと、あと理由のほうであるんですが、先ほど件数のところは若干お伺いしたので結構なんですが、予算の
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ほうですね、2002年の724万円が2007年の342万円になっているというあたり、これちょっと陳情者の内容をそ

ちらに聞くのも何なんですが、内容としてどういう事業があって、この事実は──事実なのかというあたりを

まず確認させてください。 

○市民生活課長（吉沢寿子君） 今御質問のございました、消費生活相談の人員のところのとらえ方でございま

すが、こちらの陳情のとおりですと、やはりうちのほうの非常勤の嘱託員の消費生活相談員であろうというふ

うには考えております。 

  それから２点目の、こちらの陳情の２番目にございます「東京都地方消費者行政充実会議（仮称）への参

加」、それから「東京都並びに他の市町村とからなる市町村協議会の開催等」ということでございますが、東

京都のほうにもこの部分について確認をさせていただいておりますが、これらの会議の設置について、現段階

では東京都は考えていないということで、それからこの陳情者の３弁護士会のほうからも、こういった会議に

ついて設置してほしいというような要請は、現時点では来ていないというようなお話がございました。 

  以上でございます。 

○子ども生活部長（木内和郎君） ３点目でございますが、本陳情におきまして、具体的な予算額を提示した上

で、当市の予算が大幅に削減されていると、そういう御指摘がございます。この金額につきまして確認いたし

ましたが、これは東京都消費生活センターが集計いたしました、東京都区市町村消費者行政概要調査の回答、

これをもとに作成したものと思われます。この陳情にございます平成14年度予算額、これは724万1,000円とい

うことになってございます。実際の14年度の予算を調べましたら、723万1,000円でございましたが、先ほど申

し上げました東京都の調査では、消費者行政担当組織で所管いたします事務事業すべてが調査対象となります。

こうしたことから、調査項目中「その他」といたしまして、住宅改善資金融資事業の事業費を掲載してござい

ます。この事業費でございますが、住宅改善融資の預託金でございまして、消費者保護対策事業費とは別の事

業でございます。この事業費が、平成12年度から平成15年度までは450万円強ということでございました。そ

れが、平成16年度以降は150万円に削減いたしました。そのことから、予算の表記としては高額になっている

ということでございます。 

  実際の金額を確認いたしますと、消費者行政に特化いたしました事業費は、平成14年度予算額ベースで272

万8,000円、決算ベースで229万898円、それが平成19年度になりますと、予算ベースで192万8,000円、平成14年

度と19年度を予算で比べますと80万円の減でございます。また、決算ベースでは19年度決算、これはまだ見込

みでございますが172万1,711円ということで、決算ベースで見ますと14年度と19年度の差は56万9,187円の減

となっております。 

○委員長（下条 学君） 答弁中に大変申しわけないんですけども、資料等が提出されるものがあれば、先に提

出していただきたいと思いますが。資料等ございましたら、その点ちょっとお願いいたします。 

○子ども生活部長（木内和郎君） ただいまお話しした内容をざっと書いた資料をつくってございますので、配

付してよろしいでしょうか。 

○委員長（下条 学君） 資料配付という話がございました。 

  この件に関して、答弁側で資料を作成しているということです。皆さんにお配りしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） それでは、資料を配ってまた説明をしてください。 
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〔資料配付〕 

○子ども生活部長（木内和郎君） ただいま資料をお配りさせていただきました。それを見ておわかりのように、

平成14年度の予算額で見ますと、予算額合計では723万1,000円でございます。それが、19年度には342万8,000

円ということで、大幅に削減されているように見えますが、消費者行政に特化したものを見ますと、網かけの

部分です。これが、平成14年度では272万8,000円が、平成19年度では192万8,000円、決算ベースでも同様に

なっておりまして、それが先ほど言いました予算ベースでは80万円の減、決算ベースでは56万9,187円の減と

なっております。 

  この減の理由でございますが、14年度と19年度を比較いたしまして、まず米穀登録事務費、これが平成15年

度をもって、この事業が終了いたしました。それから、公衆浴場基幹設備費補助事業が組織改正によりまして、

他の部署に移りました。こういったことによるものでございます。この中には、事務事業の見直し等による事

業費の削減等も含まれておりますが、ここで御指摘のあるような大幅に削減されているという状況ではないと

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） 14年と19年、20年でもいいんですが、この比較ですと、消費者保護対策事業費そのもの

はふえていて、それの関連というか──消費生活情報体制整備事業費というところで、減った部分のほとんど

になってしまっているんですが、この今の事業、消費生活情報体制整備事業、これはどういった内容のもので、

どういった経緯で終了したのでしょうか。 

○市民生活課長（吉沢寿子君） 消費生活情報体制整備事業費でございますが、これにつきましては、平成19年

度から一番上の消費者保護対策事業費のほうに一本化をさせていただいております。この消費生活情報体制整

備事業費につきましては、先ほど部長から御答弁させていただいておりますパイオネットという、国民生活セ

ンターと東京都の消費生活センターを結びます、全国消費者生活相談情報オンラインシステムの賃借料等の費

用でございます。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） そうしますと、陳情の金額にあるほどの半減というほどではないという、住宅改善資金

が減ったということで、確かにここの本件で関係する予算ではないところだとは思いますので、この半減とい

うほどではないけれども、実質的には３分の２ぐらいにはなっているのかな、272万円と192万円というので見

ると、やはり減ってしまってはいると。先ほど15年、16年が相談件数のピークであったということとの関連で

すが、この金額の５年間での減というのは、相談件数が減ったから減ったというわけではなさそうですが、ど

ういう事情で減っていったんでしょうか。 

○子ども生活部長（木内和郎君） これは先ほども申し上げましたが、米穀登録事務費、微々たるものですが７

万3,000円、これが事務としてなくなりました。それから、公衆浴場の基幹設備事業が組織改正で移行したこ

とがございます。そのほかに、かつては臨時職員がいたわけでございますが、その臨時職員がいなくなりまし

た。そのために臨時職員賃金が大幅といいますか、減額になりました。そういったもろもろのこともございま

して、80万円の減となっているところでございます。そういった意味では、相談件数の増減とは大きな関連性

はないと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（石川庄太郎君） 今小林委員のほうからも質問がございまして、部長のほうからも答弁ありましたけれ
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ども、東大和市の消費者相談の人員の拡充という問題と、十分な予算措置ということで、趣旨にも載っており

ますけれども、14年度から比べてみれば多尐の事業が削減されている中での予算が減額されているということ

なんですが、この趣旨どおりに人員を拡充できるのかどうか。また、十分な予算措置はとれるのかどうか、２

点ばかりお伺いします。 

○子ども生活部長（木内和郎君） 現在非常に市の財政が厳しい状況でございます。そういった中で、事業を精

査いたしまして、必要に応じた予算を計上してございます。そういった意味では、もちろん予算は大いにこし

たことはないんでございますが、現段階では充足できているのかなと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（佐村明美君） 先ほど来から充足しているということの説明なんですけれども、消費者保護対策事業、

先ほどの質問者に対して答弁がなかったんですけれども、この消費者保護対策事業は当然、根幹、基本的にな

るのは相談窓口かとは思いますが、さまざまな消費者への教育だとか、事業があるかと思うんですね。それは、

今現行、陳情者のところの消費者行政の体制というようなことがありますが、この事業そのものをしっかり、

これだけの大きな問題を抱えている中で、体制を整える必要があるかと思います。今この保護対策事業が具体

的にどのように、相談窓口以外ですね、どのような事業をされているのか。私は、これからさらに教育といっ

たことも大変大事になりますし、食育の問題なんかも大きな課題であるかと思います。その事業と、それから

充足されているとおっしゃっておりますが、この消費者相談事業が毎週水曜日と金曜日ということで、予約を

決められたときに行くということで、消費者がその体制に合わせているという状況であるのではないかと思う

んです。 

  そうした意味からすれば、先ほど来他市の状況、常設のセンターが11市ありますけれども、やはりこれはい

つでも身近なところで、そういう相談体制が必要であるかと思いますし、かねてより週２日のところを常設に

していくという声は議会でも上がっていたかと思います。これは、こういう体制だから人数が尐ない、もっと

充足した体制を整えていけば、消費者相談、いろんなことがもっと充足されていくんではないかと考えますが、

この辺についてはどのように考えておられるでしょうか。 

○市民生活課長（吉沢寿子君） ただいま御質問ございました市で行っています消費者行政に関する事業でござ

いますが、平成19年度は消費者相談を中心にいたしまして、消費者講座を年２回、それから消費者見学会も年

２回開催しております。それから、消費者展として市内のそうした消費者団体の方と連携をとりまして、移動

パネル展を開催したり、それから市民ロビーで定期的に消費者向けビデオを上映をしたり、それから消費者だ

よりを発行、そのほか市民葬儀や斎場の利用の協定とか、生活用品の交換とかフリーマーケットを開催したり、

それから都営住宅の募集等や地元割り当ての募集などを行っております。 

  相談が水曜日と金曜日しかないということで、それ以外につきましては、実際は水曜、金曜以外の月曜、火

曜、木曜日にやはり消費者相談ということで寄せられてはおります。その場合は御本人からお話を伺いまして、

相談者御本人に御意向を確認させていただきまして、水曜日、金曜日に専門の消費生活相談員が来たときに、

改めて連絡をとらせていただいて詳細の相談に応じるか、例えばクーリングオフなどの緊急性がある場合には、

東京都消費生活総合センターの電話を御案内して、緊急に対応していただくというようなことをしております。 

  私ども一般の事務担当者が、こういった形で電話を受けているのは月平均にいたしますと、大体８件程度と

いうことでございます。例えば、ただ一時期、この前の５月、６月当たりに還付金詐欺の電話が非常に高齢者

の方から多く、これはどうしたらいいんだというようなお電話が一時期多くかかってきたことがございます。
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そのときには、事務担当者レベルで東大和警察署とも連絡を取り合いましてアドバイスを行って、そういった

ものは行かなくていいですというような形でアドバイスを行い、相談終了としておりますので、そういったも

のについては、わざわざ専門の消費生活相談員が対応しなくても十分職員で対応できるということでやってお

ります。 

  それから、相談が確かにふえればいいかということですが、この消費生活相談の場合は、やはりまず引っか

からないということと、それから変な契約はしないというような形で啓発というか、消費者の方、皆さんにそ

ういった形であやしいものには近寄っていただかないというようなことを、皆さんに知っていただきたいとい

うふうに考えておりますので、引き続きいろいろなリーフレットを配布するなり、いろいろな団体の方に、そ

ういったものを配らせていただいたりというようなことで対応したいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（下条 学君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  20第12号陳情 消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求める件に関する陳情、本件を採択と決する

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、よって、本件を採択と決します。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時５１分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１１時 １分 開議 

○委員長（下条 学君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（下条 学君） 次に、20第13号陳情 障害者自立支援法の「定時改正」における抜本的見直しを求め

る意見書提出に関する陳情、本件を議題に供します。 

  朗読いたさせます。 

○議会事務局次長（西永宣昭君） 朗読いたします。 

  20第13号陳情 障害者自立支援法の「定時改正」における抜本的見直しを求める意見書提出に関する陳情 

○委員長（下条 学君） 朗読が終わりました。 

  質疑を行います。 

○委員（尾崎利一君） 私は、この陳情については定時改正という大事な時期を迎えているわけですから、国に
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きちっとした形で意見書が届けられるべきだというふうに考えています。それで、１点は障害者御家族の負担

のあり方の問題が、ここで触れられていますけれども、作業所の方々から働いた工賃以上に費用を徴収するの

は、利用者から理解が得られないというお話がありました。障害が重ければ重いだけ厚い介護が求められる、

これを利益とみなして負担を重くするというのはおかしいということなんですね。低所得者対策など行われて

いるようですけれども、結局、応益負担そのものの見直しがなければ解決しないというふうに考えています。 

  そこで幾つか伺いますけども、ノーマライゼーションという国際的にももう確立した考え方がありますけれ

ども、障害がある方でも、ない方と同じように普通の生活が送れるのは当然の権利だという考え方だと思いま

す。今北京パラリンピックが開催されていますけれども、プールに行きたいとか、散歩がしたい、芸術鑑賞に

行きたい、最も大切な根本的な問題として、働いて自立をしたい、これは人間として本質的な要求だと思いま

す。ところが、障害のある方はこの当然の要求を実現するためにも、さまざまな介助や支援が必要だ。これを

利益とみなして負担を課す応益負担は、このノーマライゼーションという考え方に反するのではないかと思う

んですが、この点どうなのかということが一つです。 

  それから、障害者自立支援法の中で、このノーマライゼーションという考え方は、どのように位置づけられ

ているのかという問題がもう１点です。 

  それから、応益負担の問題点を除去するために、低所得者対策などの見直しが行われているようですけども、

補装具などは除外されているというふうに聞いています。一連の見直しで、どの点が解決されて、補装具のよ

うに取り残されている問題はどのようなものがあるのか、伺いたいと思います。 

  それから、東大和市でも今年度ガソリン費補助などのカットがありましたけども、普通は電車やバス、自転

車や徒歩で移動できるものを、別途費用が必要になる。その補助がカットされたわけですけども、東大和市と

してはガソリン費補助などのカットは不必要なものと考えてのことなのか、それとも国や東京都が行うべき事

業と考えているのか、国がこのガソリン費補助やタクシー券などについては、障害者自立支援法の中でも、外

でも結構ですけども、どのような考えを持っているのか、伺いたいと思います。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） 支援法の関係に関しまして、応益負担という御質問がございました。 

  支援法におきましては、定率１割と月額上限の設定という仕組みになってございまして、応益負担という表

現につきましては、直接的な表現としては使用してございませんので、御理解をいただきたいと思います。 

  なお、２番目のノーマライゼーションの関係でございますけれども、支援法におきましては、就労、あるい

は自立、社会参加ということを中心に支援をしていくと。障害者基本法の理念に即して、法の目的もできてい

るというところでございます。 

  三つ目の補装具等の問題でございますけれども、こちらにつきましても、一定の所得の区分によりまして、

上限を設定をしているという内容でございます。 

  ほかにそういったものといたしますと、地域生活支援事業の中におきます移動支援でございますけれども、

こういった事業がございますが、こういったものにつきましては、所得の低い方につきましては、３％に軽減

をするというような仕組みとしてございます。 

  ４番目のガソリンの関係でございますけれども、こちらの事業につきましては、本年度より内容の改正を

行ったところでございますけれども、市のほうでは別の事業でございますが、タクシー券の補助事業というも

のを実施しているところでございます。この二つの事業を比べましたときに、ガソリンの制度の御利用者の等

級が比較的幅が広いということがございました。そのような状況を確認をいたしまして、また26市の同様な制
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度の比較をいたしまして、ガソリン事業につきましては、タクシー券の対象となる障害の内容と同一の内容に

させていただくという内容で整理をさせていただいたというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 今の話で、要するに障害者の方々が普通の生活が送れる、そのことに対して対価として

費用がかかるという仕組みそのものについては、やはり否定されなかったと思います。それで、市民の方、障

害者の方、御家族の方々から、この負担のあり方等について、市にどのような要望や意見が寄せられているか、

伺いたいと思います。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） このたびの陳情の中にもございますけれども、本制度につきましては、本年７

月より緊急対策という形で実施をされております。この中におきましては、在宅サービス等につきまして、個

人を基本とした所得段階の見直しがなされてございまして、また費用の負担につきましても、本則の内容から

比べますと、著しく軽減をされた内容となっております。現時点におきまして、特に利用者負担についての御

意見といいますか、そういったものは特段いただいてないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 現にこの陳情が出ているもとで、市民から特段の要望が寄せられてないというのは事実

認識として全く間違っているんではないかというふうに思います。 

  それから事業者の問題で、今の障害者自立支援法のもとで事業を継続していけなくなる、もしくは事業の質

を落さなければやっていけなくなるという問題についても声が寄せられています。要するに、例えば身体障害

者の方もそうですけれども、精神障害者の方々はきょう元気で来ても、あしたから１週間、１カ月全く来ない

状況になってしまうという事態が往々にしてあると。それが日割りということになってしまえば、かといって

その方々を切り捨てるわけにいかないわけですから、事業所がやっていけないという事態などについても声が

寄せられていますが、この点について、市のほうで状況をつかんでいることがあれば伺いたいと思います。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） 市内におきましては、事業所がみのり福祉園という状況でございます。他市の

法内の施設を御利用されている方も多々おいででございます。 

  なお、今御質問がございました課題に対しまして、国におきまして対応してきておるところでございますけ

れども、従前の月額から日割りになったことに伴います減尐する収入の補てんでございますとか、本年４月か

らは通所系のサービスにつきましては、単価のアップを図ったというような状況が現在なされているところで

ございます。 

  なお今後、小規模通所授産施設につきましては、平成23年度末までに法内化という問題がございますけれど

も、日割り利用の問題等の課題が考えられるところでございますけれども、これにつきましては、東京都のほ

うで期限は定めない形でございますけれども、利用者の数に応じまして一定の費用負担をするということが、

現在制度化をされているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 今の東京都での一定の費用化という問題について、現実問題として収入が減らないのか

どうかということが１点、伺いたいと思います。 

  それから、今の利用者負担のあり方、それから事業者の事業継続についての問題点、いろいろ答弁いただき

ましたけれども、いずれにしても大きな改善が求められている状況であるということは明らかだと思います。

そういう点で、障害者や御家族の実態、事業所の声などをよくつかんで、徹底的な検証に基づいて慎重な審議
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が必要だという、ここの陳情項目第３点についても、そのとおりなんだろうなというふうに思うんです。この

点で、障害者自立支援法については、当初介護保険との統合を視野に入れていたようですけれども、現状では

その方向は一たん白紙に戻っているというような状況だと思いますが、どのような問題があったのか、理由は

どういうことなのかという点について、伺いたいと思います。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） まず１点目の収入の問題でございますけれども、ただいまの東京都の補助制度

といいますものは、現在の補助によりまして運営をしていただいております小規模の作業所等が法内化に至っ

た場合の報酬に伴う収入と、現在の補助金に伴う収入との比較論の話かと思います。施設の内容、あるいは御

利用者の状況によりまして、精神の障害の方、身体、知的の方によりまして、御利用の状況でございますとか、

さまざまな状況が考えられると思います。その場合に、現在の補助金と報酬に伴う補助金との状況が、日割り

を含めまして、今後どのように変動していくかということでございますけれども、各事業所におかれます御利

用者の状況等によりますものですから、現在の私どものこの場で、どの事業がどういった増減が出てくるかと

いうことは、明確にお答えをすることは困難でございますけれども、東京都におきましては、一定の事業所等

の状況を踏まえて、そういった補助制度を創設をして対応をしてまいりたいという状況でございます。 

  ２番目の介護保険との状況でございますけれども、こちらにつきましては、統合という方向はなくなってき

ているというふうに認識してございます。 

  どういった点が困難かということでございますけれども、国における審議会等で多々議論をされているとこ

ろかと思いますけれども、やはり障害の方のさまざまな生活の多様性の問題等が、やはり高齢者の方の部分と

異なってこられるのかなというふうには考えております。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） あと東京都の補助があるという話で、それぞれの事業所によって異なるので一概に言え

ないというお話でしたが、みのりはどうなんですか。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） ただいま申し上げました東京都の作業所等の法内化に伴う補助金でございます

けれども、これはこの陳情をいただきました団体の皆様が法内化に移行されたときに、現在の補助金と今後の

報酬等の体系によります収入との、場合によってはマイナスということも考えられるところでございますので、

そういった経費の一部を補てんをするというような内容の事業というふうに理解しております。ですから、み

のり福祉園につきましては、既に旧法でございますので、法内の事業に今後単純に移行いたしますので、この

補助金は活用はできないということかと思っております。 

  以上でございます。 

○委員（二宮由子君） 陳情の趣旨にもあるように、「この自立支援法の施行によって居宅サービスの利用を控

える人、通所を断念する人、また利用料が払えずに滞納がかさんでしまった人などが続出しました。東大和市

の当事者も、その例外ではありません。」ということですので、例外ではなかったのではないかと思うところ

ですけれども、実態として、この陳情項目にもある障害のある人の所得の実態というのは、市としてどのよう

に把握していらっしゃるのか、伺いたいと思います。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） まず、お答えをする内容かどうかあれでございますけれども、前段にございま

したサービスの利用を取りやめられるというような状況でございますけれども、全国的な調査におきましては、

そういった報告を聞いてございますけれども、当市におきましては、特段そういったお話はなかったのではな

いかというふうに感じております。 
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  ２番目の所得の捕捉の問題でございますけれども、基本的に私どものほうでサービスの利用決定をさせてい

ただくときに、世帯の方の状況でございますとか、所得の内容の申告でございますとか、資産の状況の申告等

をいただくわけでございますけれども、そういったことから間接的に確認をさせていただいているというとこ

ろでございまして、対象の皆様に具体的にそういったこととは関係なく、調査をさせていただいてきていると

いうことはないのが実態でございます。 

○委員（二宮由子君） ということは、東大和市内ではそういった当事者の方が通所を断念されたりとか、そう

いうことはなかったというふうに御認識をされているということですね。そうしますと、利用者負担という面

で先ほど御答弁いただきましたけれども、緊急措置の前にも特別対策、この陳情の中にも書いてありますけれ

ども、期限つきの特別対策というものと緊急措置をあわせて、その利用者負担というのはどのくらい軽減され

たのか、伺いたいと思います。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） 利用者負担の区分につきましては、生活保護の方から低所得１、低所得２、一

般という形で、まず４区分に分かれるところでございます。この中で、例えばでございますけれども、この７

月からの状況で御説明いたしますと、訪問系サービスを御利用していただいている例えば低所得２という方が

おられた場合には、本則でいきますと２万4,600円でございますけれども、これが3,000円という状況が上限額

というところでございます。また、日中活動系のサービスを御利用していただく方につきましては、２万

4,600円が1,500円というのが資産等の要件に伴う軽減後の金額になるという内容でございます。 

  以上でございます。 

○委員（二宮由子君） 軽減はされているということですけれども、緊急措置としての対応ですので、特別対策

や緊急措置はあくまでも法律の定着や状況を踏まえての特別な措置でありますから、永久的にこれは保障され

るものではないという認識でよろしいのかどうか、確認させていただきます。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） １番目の円滑施行特別対策でございますけれども、こちらにつきましては、基

本的には18年度から20年度までということでございます。また、２番目の緊急措置ということにつきましても、

来年の３月末までということが、現在の中での内容というふうに理解をしております。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） 自立支援法に関しては、私自身も非常に粗い制度だなというふうに思っておりますが、

今回──非常に自立支援法というのは幅が広いので、陳情を出された方々の──陳情者のちょっと顔ぶれを見

た上でちょっと作業所関係の質問をさせていただければと思うんですけども、例えば自立支援法上での作業所

の位置づけですね。というのも、大分幅が広過ぎて、市内の作業所もいろいろな価値観のもとにやっていると

いうように見受けられます。 

  例えば、いわゆる福祉的機能を重視してデイサービス的なサービスを重視している作業所もあれば、より就

労に近い視点でやっているところもある。それから例えばデイサービスの中でも、いわゆる利用者の社会参加

という視点が強かったり、同居されている御家族の方の負担軽減という視点が強かったり、それから例えば利

用者の社会参加と言っても、引きこもりにならないよう第三者とのコミュニケーションを大事にする、そうい

うある意味本当に人間としての尊厳の第一の部分を求めているところであったり、より高いレベルで芸術とか

文化などですよね、そういうより高い人間としての生きがいを追求していられるところだったり、作業所と

言っても、これだけの自治体レベルでは幅がある施策になっているというふうに私は思っているんですが、ま

ずそこの市の認識はあるのかどうかという点。 
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  あわせて、この定時改正に当たって、例えば介護保険制度ですと市からある種の提言をまとめさせて上に上

げて、それも都がまとめて国に上げるという、何か吸い上げ制度があるわけですけども、この自立支援法の改

正に当たっては、そういった自治体の今ある多様な現状を吸い上げていくような制度というのはあるんでしょ

うか。その２点をお聞かせください。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） まず、１点目の現在の作業所の関係でございますけれども、市内には大きく分

けますとですが、心身の施設がございます。その中におきましても、小規模の社会福祉法人格をお持ちの団体

が、この陳情のお名前の中でも４カ所あろうかと思いますけれども、そうでない場所が１カ所でございますが

ございます。ほかに精神の作業所さんが３カ所ございます。 

  まず、１点目の通所の授産関係の社会福祉法人の団体の方でございますけれども、こちらの団体につきまし

ては、現在の身体障害者福祉法、または知的障害者福祉法におきます通所授産施設という中の小規模通所授産

施設ということで、みなしの法内施設のような形になっております。法人格を持っておりませんけれども、こ

の中で例えばぱるさんでございますけれども、こちらはそういう意味でいきますと、任意の設立という形にな

ります。 

  精神の施設につきましては、授産という役割とは若干異なりまして、社会との接点、あるいは社会復帰のた

めの訓練を主に支援をするという機能でございまして、身体、知的の授産の施設とは役割、機能が若干異なっ

ているというような状況にございます。 

  なお、社会福祉法人格をお持ちのこの施設につきましては、障害者自立支援法の附則におきまして、平成23

年末までの政令の定める日までに支援法の定める事業に移行するという規定になっているところでございます。 

  また、そのほかのぱるさん、あるいは精神の施設でもございますけれども、既にここでＮＰＯ法人という資

格を取得をされてございますけれども、先ほどの都の補助金、あるいは法内化というものに関連いたしまして、

法人格が必要だということもございまして、各団体におかれましては、今後、小規模の社会福祉法人ではござ

いませんけれども、法内化の方向を御検討をされている中で、法人格を取得をされてきているというふうに理

解をしているところでございます。 

  それから、２番目の吸い上げという問題でございますけれども、こちらにつきましては、市長会におきまし

て、最終的には全国市長会ということでございますけれども、本年６月に取りまとめを行いまして、国の各省

庁に要望、要請を行ってきておりまして、利用者負担の問題でございますとか、超過負担の問題でございます

とか、各事業所の運営の適正化といった内容を主に３項目に区分をいたしまして、要望を行ってきているとい

うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） 私が言いたかったのは、ちょっとわかりづらくなってしまったんですけど、法人格の有

無とか、それからそれぞれのサービス内容、もうそれこそ同じ授産施設でも若干それぞれの考え方は違って、

要は多様なニーズであると。先ほど課長も御答弁されていましたが、この多様であるという認識は当然されて

いると思います。その多様性に個々にやはり対応していくというのが自治体の責務であると思いますし、大枠

の制度はありながらも、その制度をうまく活用して個々のニーズにしっかり対応すると。当然大枠の制度は大

枠ですので粗さもあります。個々のニーズを積み上げていった上で、大枠の制度を変えるようメッセンジャー、

努力していくというのも行政が橋渡しをするべきではないかというふうに思っていますが、そういう認識はあ

るでしょうか。 
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  もう１点のほうは、市長会しかないということですね。介護保険のほうは実務レベルで報告を上げたり、課

長会議があったりとか、現場とのすり合わせをしていく場所があると思うんですが、自立支援制度のもとでは、

そういう機能は今のところなさそうということでしょうかね。そこだけ確認させてください。 

○障害福祉課長（町田悦郎君） １点目の御質問でございますけれども、制度が大きく変わってきておりまして、

これからもまた大きくさまざまな御要望、御意見等によって変わってくることだろうと思っておりますけれど

も、市のほうも各団体とのお話し合いの機会をなるべく持つようにいたしまして、基本的に障害者基本法の目

的でございます自立と社会参加と、またそれを受けた障害者自立支援法の目的に沿ってですね、対応をしてま

いりたいというふうに考えております。 

  ２番目の介護保険との比較の中での意見の吸い上げでございますけれども、障害のほうにおきましても、26

市の課長会、あるいは23区の区の課長会がございます。ただ、こういったものは基本的には現場的な部分がご

ざいますので、東京都におきます施策を中心といたしました要望でございますとか、補助制度の創設でござい

ますとか、改善といいますか、そういったものを中心に、非常に現場的な部分で御要望申し上げる内容が多く

なっておりまして、現時点におきましては、市長会のほうにおきましてそういう行動がございますので、課長

会におきましては、東京都の対応を中心にさせていただいているというのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） わかりました。 

  全体として、恐らくこの陳情の個別の字句は別としても、総論としてはおおむねやはり意見は言っていかな

くてはいけないというところじゃないかと思っております。あと、私自身はこの本件に関しては趣旨採択にし

て、その上で意見書を提出するというのがよろしいのではないかなと思っておりますので、この際動議を提出

いたします。 

  本件につきましては質疑を終了し、討論を省略しまして、趣旨採択として採決されることを望みます。委員

長において、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（下条 学君） ただいま小林委員から、質疑を終了、討論を省略し、趣旨採択として直ちに採決され

たいとの動議が提出されました。 

  お諮りいたします。 

  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、さよう決し、直ちに採決いたします。 

  20第13号陳情 障害者自立支援法の「定時改正」における抜本的見直しを求める意見書提出に関する陳情、

本件を趣旨採択と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  意見書の提出でございます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま趣旨採択と決しました本陳情につきましては、意見書を提出することとし、意見書の案文につきま

しては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  暫時休憩いたします。 

午前１１時３５分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１１時３６分 開議 

○委員長（下条 学君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（下条 学君） 次に、20第16号陳情 （仮称）東大和市総合福祉センター建設に関する陳情、本件を

議題に供します。 

  朗読いたさせます。 

○議会事務局次長（西永宣昭君） 朗読いたします。 

  20第16号陳情 （仮称）東大和市総合福祉センター建設に関する陳情 

○委員長（下条 学君） 朗読が終わりました。 

  質疑を行います。 

○委員（二宮由子君） この陳情の要旨の中の「基本計画策定に向けて、市民参加に基づいた検討委員会を設置

してください。」ということですけれども、基本計画策定までに当たっては、御利用されるのは市民の皆様で

すので、御自分たちの納得できる方向で進めるためにも、市民参加が当然必要であるというふうに思うんです

ね。そこで、この市民参加の検討委員会が設置された場合、現在ある基本計画（案）というものは、これは白

紙になってしまうのかどうかということと、今後のスケジュールですね。一応１年間、今回の事業、延期をさ

れているようですけれども、そういった今後のスケジュールがどのように変わるのか、伺いたいと思います。 

○福祉部副参事（原島真二君） 現在予定している計画では、これから基本計画（案）を改めて皆さんに見てい

ただきまして意見をいただく──最初に素案をいただきまして、基本計画を示すというようなことを考えてお

りますけども、改めて検討委員会を設立するとなりますと、条例等で委員会を設定する必要があるかと思いま

すので、20年度におきまして12月になりましょうか、補正予算の計上とか、条例設置をして、20年度に１回開

けるかどうかかなというふうに思っておりますので、21年度以降に検討委員会を実施するという段取りになろ

うかと思っております。 

  以上です。 

○委員（二宮由子君） そうすると、今現段階にある基本計画（案）というものは白紙になってしまうというこ

とでしょうか、伺います。 

○福祉部長（榎本 豊君） その委員会の持ち方にもよるかと思いますけれども、決めていく事業、今「案」の

中で決められている事業ございますけれども、それを決めるに当たってのプロセス等のことについて御意見ご

ざいますので、やはり白紙に戻してからやったほうがいいんじゃないかなとは思いますが。 

  以上でございます。 

○委員（二宮由子君） この陳情の要旨にあります基本計画策定に向けての検討委員会ですから、もちろん白紙

に戻されるというお考えもあるでしょうけれども、しかしながら市民懇談会という形で市民の皆さんから何回

か、何度も集まっていただいて御意見もちょうだいしたので、それが無駄と言うのは失礼ですけれども、そう

いった状況になってしまってよいのかどうかということと、あともう一つ、東京都から土地を購入した際に、
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何らかの制約があったと思うんですね。私ちょっとこれ記憶──定かではないので、それを確認をさせていた

だきたいんですけれども、東京都の土地を購入するに当たっての制約があるようでしたら、伺いたいと思いま

す。といいますのも、どんどん計画が延び延びになっていってしまって、東京都との契約上、何か問題が生じ

てしまってはいけないと思いますので確認させてください。 

○福祉部副参事（原島真二君） それでは、私のほうから用途の制限というようなことで説明をさせていただき

たいと思います。 

  土地売買契約書を平成19年９月に取り交わしましたけども、この中におきまして、用途の指定というような

ことで、乙は──乙というのは東大和市ですけども、この土地を所有権移転の日から起算して10年間、健康福

祉施設用地として使用しなければならない、というような用途制限がなされております。 

  また、それに先立ちまして、平成18年８月に市長名で東京都知事に保健所建設予定地跡地利用計画というの

を出しておりますけども、その中におきましては、活用目的を記した上で用地取得から施設の建設、開設まで

のスケジュールというようなことで、19年度に用地取得、20年度に設計、平成21年度施設の建設、平成22年度

施設開設というような文書を出しております。 

  以上です。 

○委員長（下条 学君） 暫時休憩いたします。 

午前１１時４２分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１１時４２分 開議 

○委員長（下条 学君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉部副参事（原島真二君） 用途制限というようなことは、以上述べただけでございますので、ペナル

ティー云々ということにつきましては、私どもはそのようなものはないと承知しております。 

  以上です。 

○委員（二宮由子君） そういたしますと、例えば10年間というくくりの中で福祉に活用するということですの

で、もしも当市の財政状況とか、あとこの検討委員会の中とかいろいろ含めまして、土地購入後10年たってし

まって、その後だったら何つくってもいいというふうに解釈していいのかどうか、確認だけさせてください。 

○福祉部副参事（原島真二君） 最初から、いつつくるというようなことの細かいところまではないんですけど

も、所有権移転の日から起算して10年間、健康福祉施設建設用地として使用ということがありますので、その

年につくるのが一番よろしいかと思うんです。買ったときに、すぐにその供用できれば一番いいと思うんです

けども、現在そのための建設とかの準備の期間として、建物はできていませんけども、猶予というふうに理解

しておりますので、年次計画を示していることもありますから、これに従って基本的には進めていくのが市の

責務かなと思っております。 

  ですけども、これにかなわないような場合、今実際に設計がおくれるような状況でありますけども、こうい

う状況につきましては東京都に報告して、そういう状況の現状については報告して調整をとっていく必要があ

るのかというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員（小林知久君） 今のやりとりの中の御答弁をお聞きしますと、計画を一たん白紙に戻して、21年度検討

委員会を設置するというふうに聞こえましたが、それでよろしいでしょうか。 
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○福祉部長（榎本 豊君） この検討委員会を設置ということで採択された場合、しなければならないとなった

場合には、そのように考えているということで、先ほどお答えいたしました。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） もう１点確認ですが、現状設計予算をもう落してしまって、19年度の設計というのは実

現できなくなりました。失礼、20年度の設計予算を落してしまって、都に出した計画というのは、もうできな

くなってしまったと、ずれてしまったという中で、都に提出した計画に関しては、延びてしまっていることに

関しては、都の一定の理解があるということですかね。あわせて、契約上10年間の保健福祉施設での利用とい

うことのみで、土地売買契約の中ではことし設計しろという話はないということでよろしいですよね。 

○福祉部長（榎本 豊君） 前回の議会終わりまして、早速東京都に相談に行ったところでございます。その中

で、現状で考えられるスケジュールを申し上げまして協議させていただいたんですけども、やはり現在考えて

いた年次計画がはっきりしたところで、再度また相談してほしいというところで済んでおります。一応今のと

ころ６月にお話ししまして、７月に正式に協議した段階では、１年は延びるというようなところを報告したと

ころでございますので、実際に東京都におきましては、新たな年次計画がどのようになるかというところで判

断したいというような返事はいただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員（森田憲二君） 確認も含めて、ちょっとお聞きします。 

  この陳情が出なかった場合のスケジュール、それから先ほどの答弁は出たときのスケジュールだと思います。

まず、この陳情を関係なく、現状としてどのように持っていきたいのか、ちょっとその辺はどういうスキーム

でいくのか、ちょっと教えてください。 

○福祉部副参事（原島真二君） 今考えている予定でございますけども、庁内で実施事業について、新たに取り

組む実施事業をいろいろと要望があります短期入所等を中心に考えているわけですけども、それらの見直しを

これから正式に決めまして、決まった後におきまして、10月２日に実施事業の説明会を開催したいと思ってお

ります。その後、今考えている実施事業について、10月半ばぐらいに部門別で時間を区切りまして、検討事業

の意見を、懇談会を開きまして意見をいただくと。11月に入りまして、施設、設備について改めて意見をいた

だいて、12月の下旪ぐらいに今考えている基本計画（案）を修正したものを修正素案というようなことでお示

しをしたいなと思っております。これにつきましては、議会のほうにも修正素案をお配りするとともに、12月

下旪には市民の説明会を開催いたしまして、それをもとに意見をいただいた後、２月の半ばぐらいに修正案を

示しまして、２月の下旪に修正案の説明会を市民向けに行いたいと、このように思っております。 

  以上です。 

○委員（森田憲二君） １年間延びた──延びたという、その理由は何回もいろんな角度から聞かれていると思

うんですけど、まず延びた理由。それから、今日程を示してもらったんですけど、延ばした理由と今の日程と

をちょっと整合性というか── 一方的な考え方で市民からの意見とか云々だとか聞きますよと、それも多分

一、二回だと思うんですよ。そんなもので修正できると思っているんですかね。 

  それから、陳情が出されなかった場合についてはということを今聞いたんですけど、これ出された場合、大

分変わってくると思うんですよね。先ほど聞いたように、２月から３月に第１回の委員会が開催できればいい

と、年度内に。そうなってくると、１回や２回の委員会では当然済まないと思いますよね。その場合の想定と

いうことになってくると、大分日程的にもまだ１年、２年じゃなくて、相当延びてくると思うんです。という
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のは、はなから１年間延ばした理由というのと、自分たちでつくったスキームというのと大分違ってくるん

じゃないかと思うんですよ。ならば、わざわざ補正まで起こして取り下げる必要性はないと思うんですよ、そ

れが一つ。 

  その辺をどういうふうに考えているのかというのと、それから本来実際問題としてやる気があるのかどうか。

それから、市民参加だ市民参加だと口だけで言っているけど、実際聞ける話というのは、市民からの意見を求

めるのは何回やっているの。議会に提出しますよ、修正案の素案を出しますよと。ということは、もうできて

いるということで解釈していいわけですよね。来月の見直し、それから来月の中旪だとか、そういったことを

言っているけど、そう簡単にはすぐできないと思う。できているから出せると思うんだけど、ということは市

民参加ということについて、何を基本にしているのか、その辺ちょっと重複するかもわかりませんけど、お聞

かせください。 

○副市長（小飯塚謙一君） 私のほうからは、この事業そのものがやる気があるかどうかという問いでございま

すが、市としましては、これは市民のためにはぜひやりたいというふうに思っています。これは、福祉の当然

核となる施設というふうに考えているところと、また福祉の底上げを考えています。そういうことで、この事

業としてはやりたいというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○福祉部長（榎本 豊君） どうして１年おくれたかということですけれども、やはり３月末に基本計画（案）

が固まらなかったというところで、やはりそれからスケジューリングいたしまして、３月の時点では、６月ま

でには決められれば──合意を得られまして、基本計画の「案」がとれれば今年度予定していた設計等ができ

るというふうに考えているところでございますが、ことしの５月ですけれども、懇談会を２回ほど行いまして、

基本計画（案）の説明をして意見をいただきました。その中で、やはり今の計画（案）の中では、合意は得ら

れないなというところで判断したところでございます。 

  それで、その市民の討論で大きな会合というのは、今ちょっと５月に２回やりましたけれども、その後前後

いたしまして、それぞれの団体で説明会に３回ほど出かけまして、その後８月からは、障害者の団体との話し

合いを４団体ほど、４回ほど持ったところでございます。 

  それから、ちょっと前後いたしますけども、10月の説明会でほぼ決まっているんじゃないかということでご

ざいますけれども、それらの懇談会、説明会を通しまして、市の中で庁内の検討会を立ち上げまして、その中

でその声を反映させる方向で今のところ３回ぐらい開催したところでございます。その中におきまして、新た

な事業、例えば先ほど御説明いたしましたけど、要望が多くて計画（案）の中には盛り込めなかった事業につ

いても、盛り込んでいこうというようなところで検討会の中で一定の方向が出ましたので、今月末に庁内で検

討いただいて、10月の説明会に説明をしたいというように考えております。 

  それから、後ろを切ってというようなところでございますけれども、あくまでも「案」でございまして、市

長が言ったとおり、お話ししたとおり、その説明会というのは何度かやはり繰り返し行っていく必要はあると

は思っております。ここで、１回で10月、11月というところで決まらなければ、またさらに次にやっていかな

ければならないかなと思っております。あくまでも仮定の話でございまして、そこである程度の合意が得られ

れば、修正素案を12月にお示ししたいと考えているところでございますので、それは先にありきではございま

せんで、やはり懇談会、それから庁内の検討会というのを繰り返して行って、合意の方向に近づけなければな

らないのかなと思っているところでございます。 
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  以上でございます。 

○委員（小林知久君） ちょっと整理させてください。 

  非常に話が錯綜しているんですが、今御答弁されたのは現状のスケジュールですよね。その前に、陳情が採

択された場合、要はここで議会で意思が示された場合、21年度に検討委員会を設置して検討するという御答弁

もありました。これは、たらればの話ですが、現状の今御説明されたスケジュールの中で、よく市民の意見を

聞いていくというのはもちろんなんですが、採択された場合、その上できっちり検討委員会をつくって議論し

ていきますよと。「白紙に戻して」というのも言っておりましたが、ゼロベースに近い形で議論、その上で議

論していきますよと、21年度に議論していきますよという御答弁だったかと思いますが、そういう整理でよろ

しいでしょうか。 

○副市長（小飯塚謙一君） 市とすれば、市の今考えでございますが、できることであれば、市民の意見につき

ましては、現在の考えで引き続きやっていきたいというふうに考えているところでございます。それで、今出

ている陳情の関係でございますが、陳情で検討委員会云々という話でありますが、もし検討委員会の関係で、

これ部長のほうから答弁があったとおり、これが採択された場合につきましては、当然考えた上、これも一つ

考えの上で、どういう方法でやっていくかというのは、再度市長とも検討した上でやっていきたいというふう

に思っています。ただ現在市のほうで考えていますのは、今の方法の中で市民の意見を十分聞いた中で、それ

を尊重した中で進めたいと、そんなふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員（小林知久君） 現状のやり方があるけれども、陳情が採択されたらば、それは重く受けとめて、現状の

やり方を考える、もう尐しつけ加えたりすることも検討を考えるという御答弁かと思いますが、それでよろし

いですか。 

○副市長（小飯塚謙一君） 再度の御質問でございますが、そのとおりでございます。当然市長のほうとも、議

会のそういう意見でございますので、それを重く受けとめて、どうするかというのは、再度検討しなくちゃな

らないというふうに思っているところでございます。 

○委員（小林知久君） その検討委員会というのは、正直この陳情とか、一般質問の中で出てきている定義が幾

つかありますが、ある程度市民の方に責任を持って考えていただいて、今までの懇談会ではなく、ある種の手

続、決定までの手続をある程度、もうきっちり考えていただく、本当の市民参加でしっかり考えてもらうとい

う、今までの懇談会ではない検討委員会であるという認識で検討されるのは、そういうことだという認識でよ

ろしいでしょうか。 

○副市長（小飯塚謙一君） 今考えていますのは、私どもは現状の中では懇談会を開かさせていただきまして、

よく説明をして、要するに御理解をいただきたいと、そんなふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（石川庄太郎君） １点だけ、内容について今小林委員のほうからほとんど質疑がございまして、答弁い

ただいておりますが、検討委員会が設置された場合には、当然白紙に戻していろいろと意見を聞くというよう

な形でお答えもいただきましたけれども、最終的にはいつかどこかで双方が歩み寄らない限りは、当然建設に

ついては、設計もできないような形だと考えられますけれども、最終的にもし検討委員会を設置しまして、意

見をまとめて歩み寄って、市のほうではいつごろから基本設計に入って、建設に向けていくのか、その１点を

ちょっとお聞きしたいと思います。 
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○福祉部長（榎本 豊君） 修正案がどうなるかちょっとわかりませんけれども、修正案が決まった段階でない

と、なかなか次のことが申し上げられないかなと思っています。ただ、年次的には決まってからのスケジュー

ルというのは、今までお示ししていたとおり、設計にやはり１年、ただその中で前回考えておりましたのが、

１年間の間に基本設計と実施設計をというふうに考えておりましたけれども、その中でその都度、皆様と御意

見を聞きながらやっていく必要性を感じておりますので、設計もやはり２年ぐらいかけたほうがいいのかなと

は考えているところでございます。その中で、ある程度修正案ぐらい、案ぐらいが出ないと次の設計の計画が、

はっきりしたスケジュールが申し上げられないかなと考えております。 

○委員（石川庄太郎君） ということは現状では、先ほどの説明では10月２日に現在の素案について説明して、

２月ごろ最終的に結論を出したいというような意見だったんですが、この陳情が採択されてやった場合には、

おおむね約２年間くらいは現状からおくれるというような考え方でよろしいんでしょうか。 

○副市長（小飯塚謙一君） 先ほどもお話ししたとおり、私どもは再三言うように、今の計画の中で進めさせて

いただきたいというふうに思っているところでございます。今この陳情が採択されたらどうだという話でござ

いますが、それは再三言っているとおり、それは陳情の、議会として採択するわけですから、その意見という

形は重きを置かなくちゃならないというふうに思っていますが、それがそのまま実施するかどうかというのは、

それはやはり理事者である市長のほうからも聞いて、その上でどうするかというのは決めたいというふうに

思っています。 

  以上でございます。 

○委員（小林知久君） 若干、部長と副市長の答弁が違うように感じられるわけですけれども、たらればの話は

余りできなくてというのは理解はできます。ただし、今までより一段市民の意見をきっちりと聞くという腹を

固めたということかなというふうにはひとつ思うんですが、まずそこをお聞かせください。その上で、何とな

くお２人の答弁の違いで聞こえるのは、基本計画策定までは意見聞かなくて、その後設計では意見を聞くとい

うふうに聞こえなくもないんですが、これちょっと聞き間違いかもしれませんので、そこも確認をさせてくだ

さい。 

○副市長（小飯塚謙一君） 今小林委員の言うとおり、私どもいろんな方から聞きますと、市が一方的に進んで

いるんじゃないかと、そのような意見を聞いているところでございます。そういう中で、私どもは今後も市民

のほうに説明会を開き、いろんな意見を聞いた中で、当然取り入れられるものは取り入れていきたいと、そん

なふうに考えております。（森田憲二委員「取り入れるか、取り入れないかなんだよ、そこは」と呼ぶ）すべ

てが当然取り入れられるわけではありませんので、それは意見はすべて聞いて、その中でよりよい方法に持っ

ていきたいと、そんなふうに考えております。ですから小林委員が言うように、私どもは今後とも市民の意見

は十分聞きたいと。そして、取り入れられるものは取り入れていきたいと、そんなふうに考えているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○福祉部長（榎本 豊君） 先ほど基本計画案の白紙というのは、例えば採択になった場合に、その選択肢もあ

るというようなところで申し上げたつもりなんですけれども。 

  以上でございます。 

○委員（佐村明美君） この総合福祉センターを推進し予算を賛成してきたものの立場として、今の先ほど来か

ら福祉部長の、検討委員会を設置することによって、この計画が白紙撤回することもあり得るというか、これ
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は大きな発言だと思うんですね。これまで市民懇談会で積み上げてきたものは一体何だったのか。それから、

これまで指摘されていることは、プロセスと言うんでしょうか、皆さん方の対応の仕方に問題があったんでは

ないですかね。このプロセスと、それから住民合意が得られなかったというこのことと、それから総合福祉セ

ンターを進めるということと、これちょっとすり違えているんじゃないかなというふうに思うんです。ですか

ら、この検討委員会を立ち上げることによって、私はこの検討委員会で十分ね──例えばこれから修正もあり

得るということで意見もありましたので、修正もするということを視野に入れながらやるということも、これ

大事だと思います。 

  また、一方で全部が取り入れられない、それはもう当然あるでしょう。しかしながら、この総合福祉セン

ターを一番最初の原点に返った場合、なぜこの総合福祉センターということが出たのか、ここに立ち戻る必要

があるかと思うんですよね。これは、これまでの障害者施策が随分立ちおくれていたさまざまな地域福祉、み

んなの和21プラン、それから第二次基本計画、地域福祉計画、さまざま計画を立てられていたけれども、しか

しながら、何一つ手つかずでこの10数年来たということを見ながら、いち早くどういう形であれきちっと進め

る必要があるんではないか、ここからスタートしたんだと思うんですよね。その基本的なスタートを忘れてし

まったんでは、何もならないと思うんですよ。 

  ここで問題にされているのは、やはりそういう市民の合意を得られないプロセス、さまざまな問題があった

こと、ここのところをしっかり手をつけていかなければ、いつまでたっても進んでいかないんだろうと思うん

です。今この検討委員会の設置についても、やり方はいろいろあると思うんですよね。設置をしたからといっ

ておくれるとか、だから白紙撤回になると、こういうやり方では、一方的なやり方ではいかがなものかと思い

ます。やり方として、十分さまざまな方法があるかと思うんですけれども、これきちっともう一回確認したい

んですが、先ほど副市長のほうからはやりたい、進めたい、またしかしながら、こういう陳情に対しての対応

いかんでは白紙撤回があり得るって、これはもうちょっときちっと一本化していただきたいと思いますが、考

え方を示してください。 

○副市長（小飯塚謙一君） 私が先ほど答弁したとおり、この施設としては市は必要だというふうに思っていま

す。これは進めたいというふうに思っております。ただ、今委員のほうから発言があったとおり、今回の計画

を発表する、ここまで持ってくる間に、そのプロセス、それがいろいろありました。そして、市民に説明が足

りなかったという一理もあったというふうに思っております。そういうことの中で、要するに今後も市民の話

は聞いて、修正も考えた中でこの事業は進めたいと、そんなふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（佐村明美君） 確認しますけれど、そうしますとさまざまなここの陳情者の中で地域福祉計画、障害計

画との整合性はとれないということがあります。確かに、細かいことで言えば子ども家庭支援センターをあそ

こに持っていくという地域福祉計画で言い続けられていたけれども、今回はかるがもの相談だけにとどまって

いる、さまざま──これ一つの例ですけれども、もちろん全部が全部、整合性が図れるかというと図れない部

分もあるでしょう。しかしながら、必要不可欠なものを、それはもう利用者の人たちから障害者の方々、また

高齢者の方々、さまざまな立場の中で市民懇談会でさまざま議論はされてきたかと思います。その中で、なお

かつまだ手続上必要であるとすれば、これは進めていく必要があるし、また緊急一時保護等についても、やり

方としてはやれるんではないかという考え方もありますので、こうしたことも検討の視野に入れるということ

でよろしいでしょうか。 
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○副市長（小飯塚謙一君） そのとおりでございます。この市民懇談会の中にはいろいろな意見がありました。

そして、現在お示しした幾つかの事業がありますが、そのほかにも取り入られるものがあれば当然取り入れて、

修正等ができた段階には、先ほどから話しているとおり、市民には説明をし御理解が得られれば、この事業は

進めたいと、そんなふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（下条 学君） 議事運営上の都合で、ここで暫時休憩をいたします。 

午後 ０時 ９分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ０時１６分 開議 

○委員長（下条 学君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（小林知久君） ここの陳情でもあります検討委員会という言葉が抽象的な形になっておりますが、基本

的には検討委員会という言葉で想定されるものは、今の懇談会よりも一段重くて、計画策定のプロセスにしっ

かりと責任を持ってかかわってもらうための委員会という認識でよろしいんでしょうか。 

○副市長（小飯塚謙一君） これを、私どものほうで答えていいのかどうだかわからないんですが、私どもは再

三言っているのは、要するにここの陳情にあるとおり、趣旨の内容のとおり、皆さんの意見はお聞きして、取

り入れられるものは取り入れたいと、そういう形の中で十分──今まで説明が十分足らなかったんじゃないか

と、そういうふうに思っていますので、よく説明をし、それで御意見をいただいた中で、よりよいものをつ

くっていきたいと、そんなふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（下条 学君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  20第16号陳情 （仮称）東大和市総合福祉センター建設に関する陳情、本件を採択と決することに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、よって、本件を採択と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（下条 学君） 続きまして、特定事件調査、行政視察について、本件を議題に供します。 

  お諮りいたします。 

  本委員会の特定事件調査事項を、お手元に御配付のとおり決したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま決しました特定事件調査事項を閉会中の継続審査と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。 

  ただいま決しました調査のため、委員派遣を行う必要がございます。 

  よって、会議規則第96条の規定に基づき、お手元に御配付のとおり、議長に対して委員派遣承認要求をいた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（下条 学君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（下条 学君） これをもって、平成20年第２回東大和市議会厚生文教委員会を散会いたします。 

午後 ０時２０分 散会 

 

 


